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税
金
・
労
災
な
ど
未
加
入
者
へ
Ｐ
Ｒ
を

　

４
月
５
日
で
春
の
拡
大
月
間（
仲
間
を
増
や
す
）月
間
は
終

了
し
ま
し
た
が
、引
き
続
き
身
近
な
新
入
職
者
や
税
金
申
告
・

労
災
保
険
加
入
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
組
合
未
加
入
者
の
方

を
、ぜ
ひ
支
部
ま
で
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。ぜ
ひ
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

私
は
大
工

だ
っ
た
夫
と
息

子
を
ア
ス
ベ
ス

ト
で
亡
く
し
ま

し
た
…
夫
の
被

害
に
つ
い
て
は
東
京
１
陣
訴

訟
で
訴
え
、息
子
の
被
害
に

つ
い
て
は
、現
在
さ
い
た
ま

地
方
裁
判
所
に
訴
え
て
い

ま
す
。長
い
長
い
裁
判
の
結

果
、夫
に
つ
い
て
、よ
う
や
く

最
高
裁
で
国
の
責
任
が
認
め

ら
れ
、私
は
そ
の
後
、当
時
の

菅
総
理
か
ら
、直
接
謝
罪
を

受
け
ま
し
た
。し
か
し
、被
告

企
業
と
の
交
渉
で
は
何
度
も

門
前
払
い
▼
ア
ス
ベ
ス
ト
被

害
の
救
済
を
お
願
い
す
る
た

め
に
被
告
企
業
で
あ
る
ニ
チ

ア
ス
に
交
渉
に
行
き
ま
し
た
。

し
か
し
、社
員
に
対
し
早
く

社
内
に
入
る
よ
う
に
呼
び
掛

け
た
上
で
、入
り
口
の
前
に

ガ
ー
ド
マ
ン
を
た
た
せ
、目

の
前
で
入
り
口
に
鍵
を
か
け

ま
し
た
。こ
の
期
に
及
ん
で

も
話
し
合
い
に
す
ら
応
じ
て

も
ら
え
な
い
の
で
す
▼
議
員

の
皆
様
、建
設
ア
ス
ベ
ス
ト

給
付
金
法
の
早
期
成
立
に
ご

尽
力
い
た
だ
き
、本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。た

だ
、現
在
の
給
付
金
制
度
に

は
建
材
企
業
が
含
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
。ア
ス
ベ
ス
ト
の
被

害
は
深
刻
で
す
。よ
り
多
く

の
被
害
者
が
救
わ
れ
る
た
め

に
も
、建
材
企
業
が
参
加
す

る
補
償
基
金
制
度
の
創
設
に

向
け
て
、す
べ
て
の
建
設
ア

ス
ベ
ス
ト
被
害
者
を
救
済
す

る
道
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
…
▼
あ
る
会

議
で
発
表
さ
れ
た
ア
ス
ベ
ス

ト
被
害
者
遺
族
の
方
の
手
記

を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
重
さ
に
胸
が
詰
ま
り
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
（
Ｋ
）

の
は
、
国
民
の
一
人
ひ
と
り

の
義
務
と
思
う
。

　

言
論
の
自
由
や
人
権
が
守

ら
れ
て
お
り
、
戦
争
放
棄
を

憲
法
で
示
し
て
い
る
日
本
を

改
め
て
ほ
め
た
い
。
核
被
爆

国
の
日
本
だ
か
ら
こ
そ
世
界

に
示
せ
る
平
和
を
、
全
国
民

が
声
を
大
に
し
て
訴
え
続
け

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
こ
そ
、
世
界
に
平
和
を
訴

え
続
け
よ
う
。

市
民
や
子
ど
も
た
ち
が
日
々

恐
ろ
し
い
体
験
を
し
て
い
る

か
察
す
る
。

　

指
導
者
や
権
力
者
の
あ
や

ま
っ
た
道
を
た
だ
す
こ
と
が

い
か
に
難
し
い
か
を
思
い
知

ら
さ
れ
る
。

　

で
も
間
違
っ
た
道
を
正
す

　

【
住
吉
・
中
野
照
司
・
配

管
】
私
は
毎
日
テ
レ
ビ
や
新

聞
を
見
る
に
つ
け
、
日
本
は

本
当
に
平
和
だ
と
実
感
す
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ビ
ル
マ
の

ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
は
国
連
が

い
か
に
無
力
で
あ
り
、
一
般

　
海
外
の
戦
争
に
胸
痛
む

   

憲
法
９
条
が
力
発
揮
す
る
と
き

ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
法
が
改
正
に

　

事
前
調
査
は
こ
れ
ま
で
も

す
べ
て
の
建
材
で
義
務
で
し

た
が
、き
ち
ん
と
実
施
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
、調

査
徹
底
と
方
法
が
具
体
的
に

さ
れ
た
の
が
今
回
の
改
正
で

す
。

　

二
〇
二
一
年
四
月
か
ら
は
、

主
に
①
設
計
図
書
等
の
書
面

確
認
と
現
地
で
の
目
視
に
よ

る
事
前
調
査
の
方
法
の
明
確

化
、②
工
事
を
行
な
っ
て
い

る
間
の
備
え
付
け
で
の
事
前

調
査
結
果
の
掲
示
、③
事
前

調
査
結
果
記
録
を
三
年
間
保

存（
事
前
調
査
結
果
の
概
要

〈
石
綿
則
様
式
一
号
〉は
四
十

年
間
保
存
）す
る
こ
と
が
開

始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
二
年
四
月
か
ら
は
、

事
前
調
査
の
結
果
を
一
定
規

模
以
上
の
解
体
・
改
修
工
事

（
解
体
部
分
の
床
面
積
が
八

十
㎡
以
上
の
建
築
物
の
解
体

工
事
、請
負
金
額
が
税
込
百

万
円
以
上
の
建
築
物
の
改
修

工
事
及
び
特
定
の
工
作
物
の

解
体
・
改
修
工
事
）に
つ
い
て

は
、石
綿
使
用
の
有
無
に
関

係
な
く
事
前
調
査
の
結
果
を

報
告
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ

れ
ま
す
。

　

報
告
の
た
め
の
電
子
報
告

シ
ス
テ
ム
も
稼
働
さ
れ
ま

す
。通
常
、石
綿
則
関
連
は
労

働
基
準
監
督
署
、大
防
法
関

連
は
地
域
自
治
体
に
結
果
を

両
方
に
報
告
し
ま
す
が
、こ

の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
と
、

一
度
で
済
む
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ
の
時
点
で
は
、調
査
や

届
出
に
つ
い
て
は
誰
が
行

な
っ
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
二
〇
二
三
年
十
月

か
ら
は
、建
築
物
石
綿
含
有

建
材
調
査
者（
特
定
・
一
般
・

戸
建
て
等
の
三
種
類
）の
有

資
格
者
に
よ
る
調
査
と
届
出

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。調

査
を
素
早
く
行
な
う
こ
と
が
、

仕
事
確
保
に
繋
が
る
貴
重
な

ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、事
業
所

や
組
合
で
有
資
格
者
確
保
が

重
要
と
な
る
た
め
、資
格
習

得
が
カ
ギ
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、こ
れ
ら
の
罰
則
と

し
て
、石
綿
障
害
予
防
規
則

で
は
違
反
し
た
場
合
、六
月

以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
十
万

円
以
下
の
罰
金
大
気
汚
染
防

止
法
で
は
、①
徐
去
等
の
方

法
違
反
の
場
合
、三
月
以
下

の
懲
役
ま
た
は
三
十
万
円
以

下
の
罰
金
、②
事
前
調
査
の

未
報
告
・
虚
偽
報
告
の
場
合
、

三
十
万
円
以
下
の
罰
則
と
な

り
ま
す
。

　

建
設
物
の
解
体
・
改
修
に
伴
う
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
飛
散
防
止
対
策
の
強
化
と
し
て
、
石
綿
障
害
予
防
規
則

（
石
綿
則
）
が
、
二
〇
二
〇
年
七
月
に
改
正
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
十
月
か
ら
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

同
じ
時
期
に
大
気
汚
染
防
止
法
（
大
防
法
）
も
同
様
の
内
容
で
改
正
さ
れ
、
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
罰
金
や
罰
則
も
定
め
ら
れ
て

   

　
来
年
10
月
か
ら
厳
格
に

 

調
査
届
け
出
が
義
務
化

　

仕
事
確
保
に
資
格
取
得
必
須

　
６
月
10
日
（
金
）
エ
ル
大
阪
で

   

　
要
求
持
ち
寄
り
結
集
を

　

三
年
ぶ
り
と
な
る
建
設
労

働
者
総
決
起
集
会
を
六
月
十

日（
金
）午
後
七
時
か
ら
天
満

誤
っ
て
お
り
ま
し
た
。
お
わ

び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　

正
し
く
は
上
記
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
で
す
。
ま
だ
登
録
さ

れ
て
い
な
い
方
は
こ
ち
ら

を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み

取
っ
て
い
た
だ
き
、
お
友
だ

ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

橋
エ
ル
お
お
さ
か
・
エ
ル
シ

ア
タ
ー
で
開
催
し
ま
す
。

◇

日
時　

六
月
十
日（
金
）午
後

七
時

場
所　

エ
ル
・
お
お
さ
か「
エ

ル
シ
ア
タ
ー
」

参
加　

組
合
員
と
そ
の
家
族

メ
ー
ン
要
求　

・
仲
間
の
仕
事
と
暮
ら
し
を

守
る

・
建
設
国
保
を
守
る

・
組
織
の
団
結
と
強
化

内
容　

支
部
、専
門
部
の
活

動
報
告
な
ど

行
動
費
等　

大
衆
行
動
費
と

本
部
支
部
間
の
交
通
費
を
支

給
し
ま
す
。但
し
十
五
歳
以

上
の
方

　

な
お
当
日
は
集
会
前
に
全

国
一
斉
賃
金
宣
伝
行
動
と
し

て
京
橋
、天
王
寺
駅
前
で
宣

伝
行
動
を
行
な
い
ま
す
。

　

前
号
四
月
十
六
日
号
に
掲

載
し
ま
し
た
大
建
労
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が

３年ぶり
　開催

大建労
ＱＲコード
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が
集
う「
青
年
部
」で
は
ス

キ
ー
・
ス
ノ
ボ
ツ
ア
ー
に
野

球
大
会
や
子
ど
も
た
ち
と
参

加
で
き
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
開
催
。

　

女
性
組
合
員
や
配
偶
者
で

組
織
す
る「
主
婦
の
会
」で
も

ハ
イ
キ
ン
グ
、手
作
り
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
楽
し
い
催

し
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
70
歳
以
上
の
シ
ル

バ
ー
世
代
を
対
象
に
し
た

「
悠
生
会
」も
楽
し
い
交
流
会

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

習
会
開
催
、技
能
検
定
な
ど

講
習
会
案
内
な
ど
資
格
取
得

を
お
手
伝
い
。

・
資
格
取
得
の
報
奨
金
も
。

・
耐
震
診
断
員
の
登
録
と
耐

震
診
断
の
紹
介
、仕
事
に
関

わ
る
制
度
の
周
知
・
学
習
会

の
開
催
な
ど
。

・「
建
設
業
の
許
可
」登
録
手

続
き
も
援
助
し
ま
す
。

・
求
人
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー

ビ
ス
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

家
族
で
参
加
で
き
る
体

育
祭
や
魚
釣
り
大
会
、若
者

　

共
済
制
度
は
組
合
員
同
士

の
助
け
合
い
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
給
付
制
度
。掛
金
は
月

４
百
円
で
組
合
費
に
含
む
。

■
給
付
内
容

・
結
婚
祝（
本
人
）、出
産
祝

（
本
人
・
配
偶
者
）、成
人
祝

（
本
人
）
…
１
万
５
千
円

・
就
学
祝（
子
ど
も
の
小
学
校

入
学
時
）
…
１
万
５
千
円

・
傷
病
見
舞
給
付

・
火
災
見
舞
…
３
万
円

・
風
水
害
見
舞
…
５
千
円
ま

た
は
３
万
円

・
組
合
行
事
で
の
組
合
事
故

見
舞
い
給
付

・
死
亡
給
付（
本
人
）
…
３
万

～
30
万
円

・
配
偶
者
、家
族
死
亡
給
付

・
老
齢
脱
退
、脱
退
給
付
な
ど

※
給
付
に
は
、事
由
発
生
１

年
以
内
の
申
請
が
必
要（
脱

退
・
老
齢
脱
退
給
付
除
く
）で

あ
り
、組
合
費
の
完
納
な
ど

条
件
が
あ
り
ま
す
。組
合
費

滞
納
に
ご
注
意
を
。

■
お
得
な
制
度

・
ニ
ッ
ポ
ン
レ
ン
タ
カ
ー
と

提
携
、「
ワ
ン
デ
イ
ク
ー
ポ

ン
」が
利
用
で
き
ま
す
。

・
提
携
店（
大
建
労
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
）で
組
合
員

証
を
提
示
す
れ
ば
サ
ー
ビ
ス

や
割
引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
こ
く
み
ん
共
済
Ｃ
Ｏ
Ｏ

Ｐ（
全
労
済
）の
共
済
制
度　

火
災
共
済
、交
通
共
済
、マ
イ

カ
ー
共
済
な
ど
。

■
ろ
う
き
ん
提
携
ロ
ー
ン

　

住
宅
ロ
ー
ン
や
カ
ー
ラ
イ

フ
ロ
ー
ン
、教
育
ロ
ー
ン
や

不
意
の
出
費
に
対
応
す
る

「
マ
イ
プ
ラ
ン
」ほ
か
、施
主

向
け
の
住
宅
ロ
ー
ン
も
。

■
賠
償
責
任
総
合
補
償
制
度

　

工
事
の
遂
行
中
、ま
た
は

工
事
を
し
た
個
所
が
原
因
と

な
っ
て
他
人
に
ケ
ガ
を
さ
せ

た
り
、他
人
の
物
を
壊
し
て

し
ま
っ
た
場
合
、法
律
上
の

賠
償
責
任
を
負
っ
て
支
払
う

べ
き
賠
償
金
や
裁
判
に
な
っ

た
と
き
の
弁
護
士
報
酬
な
ど

の
支
払
い
に
備
え
る
保
険
。

■
資
格
取
得・建
設
業
許
可

・
作
業
主
任
者
講
習
会
、二
級

建
築
士
受
験
講
座
な
ど
の
講

向
け
て
親
身
に
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
す
。ま
た
毎
月
第
三
木

曜
日
、弁
護
士
に
よ
る
法
律

相
談
会
を
開
催（
要
予
約
、中

止
の
場
合
も
あ
り
）。

■
休
業
損
害
証
明　

交
通
事

故
の
被
害
に
あ
っ
た
場
合
、

休
業
損
害
請
求
の
基
と
な
る

証
明
を
組
合
が
し
ま
す
。

■
建
設
工
事
総
合
補
償
制
度

　

現
場
や
材
料
置
き
場
の
火

災
や
自
然
災
害
、盗
難
な
ど

の
被
害
を
補
償
す
る
保
険
。

し
、調
査
に
も
対
処
し
ま
す
。

■
建
設
業
退
職
金
共
済

■
仕
事
や
暮
ら
し
の
悩
み
を

解
決
す
る
た
め
に　

賃
金
や

代
金
の
不
払
い
に
あ
っ
た
と

き
も
、建
設
業
法
第
41
条「
元

請
の
立
替
払
い
」や
賃
金
確

保
法
の
活
用
な
ど
、解
決
に

■
大
建
国
保

■
労
災
保
険　

現
場
で
ケ
ガ

を
し
た
時
に
備
え
て
就
労
形

態
に
合
わ
せ
た
加
入
を
。

■
税
金
対
策　

申
告
相
談
会

や
記
帳
講
習
会
、一
括
申
告

で
税
金
対
策
も
バ
ッ
チ
リ
。

　

税
務
署
か
ら
の
呼
び
出

 

月
４
百
円
の
助
け
合
い

   

組
合
共
済
で
各
種
給
付
金
が

組合費滞納
にご注意を

全
労
済
・
労
金
や

お
店
と
も
提
携

青
年
・
シ
ル
バ
ー

女
性
交
流
の
場
も

 
税
金
対
策
や
不
払
い
相
談

   
仕
事
暮
ら
し
フ
ォ
ロ
ー
組合事業

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

持続化給付金の申請サポート会も開催しました

•••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

未
加
入
者
に

伝
え
て
下
さ
い

　

大
阪
建
設
労
働
組
合

（
だ
い
け
ん
ろ
う
）
は

建
設
現
場
で
働
く
み
な

さ
ん
の
た
め
の
組
合
で

す
。

　

全
国
で
62
万
人
以

上
、
大
阪
で
１
万
２
千

人
の
仲
間
が
加
入
し
て

い
る
、
建
設
労
働
者
の

い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守

る
、
一
人
で
も
入
れ
る

労
働
組
合
で
す
。

　

組
合
員
を
増
や
し
、

地
域
や
自
治
体
へ
の
影

響
力
を
強
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仕
事
や
く
ら

し
を
よ
く
す
る
制
度
、

政
策
な
ど
を
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

春
秋
に
は
仲
間
を
増

や
す
組
織
拡
大
月
間
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

あ
な
た
の
身
近
な
建

設
現
場
で
働
く
組
合
未

加
入
の
方
々
に
、
ぜ
ひ

「
だ
い
け
ん
ろ
う
」
の

存
在
を
伝
え
て
あ
げ
て

く
だ
さ
い
。

　

ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

  

組
合
か
ら
旅
立
ち

  

未
知
の
世
界
へ

２
０
２
２
・
５
・
１

　
成
年
年
齢
が
18
歳
に
…

　
　

ど
ん
な
こ
と
が
変
わ
る
の

に
、
周
囲
の
人
々
に
よ
く
相

談
を
し
、
慎
重
な
行
動
を
と

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
、
飲
酒
や
た
ば

こ
に
関
す
る
年
齢
制
限
に
つ

い
て
は
、
二
十
歳
が
維
持
さ

れ
ま
す
。
（
き
づ
が
わ
共
同

法
律
事
務
所
）

に
す
る
に
は
、
安
易
に
契
約

す
る
の
で
は
な
く
、
事
前

た
め
、
無
条
件
で
で
き
る
よ

う
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

可
能
と
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
相

手
方
会
社
の
さ
ま
ざ
ま
な

審
査
を
経
る
必
要
が
あ
る

Ｑ　

民
法
の
改
正
に
よ
り
、

二
〇
二
二
年
四
月
か
ら
、
成

年
年
齢
が
十
八
歳
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

を
見
ま
し
た
。

　

十
八
歳
に
な
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　

た
と
え
ば
、
親
の
同
意

が
な
く
て
も
、
携
帯
電
話
の

カ
ー
ド
を
作
成
す
る
と

い
っ
た
こ
と
が
法
律
上
は

せ
ん
。

　

ま
た
、
悪
質

な
業
者
に
よ
る

消
費
者
被
害
に

遭
わ
な
い
よ
う

契
約
を
す
る
、

一
人
暮
ら
し
の

た
め
に
ア
パ
ー

ト
を
借
り
る
、

ク
レ
ジ
ッ
ト

日
（
日
）

・
木
造
建
築
物
組
み
立
て

七
月
十
六
日
（
土
）
・
十
七

日
（
日
）

注
…
②
は
一
週
間
前
で
申
込

者
五
人
未
満
の
と
き
中
止
。

・
足
場
の
組
み
立
て

①
六
月
四
日
（
土
）
・
五
日

（
日
）

②
九
月
十
日
（
土
）
・
十
一

て
い
る
こ
ろ
、
今
度
は
人
生

百
年
に
向
か
っ
て
未
知
の
世

界
へ
の
出
発
で
す
。
気
持
ち

だ
け
は
ハ
ツ
ラ
ツ
と
し
っ
か

り
歩
い
て
行
こ
う
。
長
い
間

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
十
年
、
右
も
左
も
わ
か
ら

な
い
新
一
年
生
で
何
と
か
が

ん
ば
っ
て
こ
ら
れ
た
と
思
う
。

　

毎
日
散
歩
し
て
い
る
イ

チ
ョ
ウ
並
木
道
も
す
っ
か
り

緑
が
濃
く
な
り
夏
に
向
か
っ

　

【
生
野
・
鉄
尾
美
千
代
・

事
務
担
】
大
建
労
に
入
っ
て

作
業
主
任
者
講
習

「私の宝物と桜」
最優秀賞・西久保博幸さん（門真）

　

第
二
回
「
大
建
労
フ
ォ
ト

コ
ン
テ
ス
ト
」
の
入
賞
作
品

が
決
定
。
テ
ー
マ
は
「
桜
」

で
し
た
。

　

毎
月
の
開
催
を
予
定
し
て

お
り
、
告
知
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
行
な

い
ま
す
。
入
賞
者
に
は
ク
オ

カ
ー
ド
を
贈
呈
し
ま
す
の
で

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
登
録
の
う
え
、
ふ

る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

「
桜
と
白
鷺
城
」
優
秀
賞
・
西
岡
武
さ
ん
（
門
真
）

「
葉
桜
・
新
生
活
に
背
中
押
す
」

優
秀
賞
・
井
上
愛
子
さ
ん
（
門
真
）

「
コ
テ
コ
テ
春
の
大
阪
城
」

優
秀
賞
・
渡
辺
典
臣
さ
ん
（
寝
屋
川
）


